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第１章 特定空家等認定基準について    

１．趣旨 

    空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）の施行により、法第

２条第１項に規定する空家等（以下「空家等」という。）のうち、指導が必要な空家

等が存在する場合、周辺に著しい悪影響や危険等をもたらす空家等については、法

第２条第２項に規定する特定空家等（以下「特定空家等」という。）として取り扱い、

改善指導をしていく必要がある。特に、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある空家等、あるいは、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上

有害な状態になることが予見される空家等については、周辺住民等の生活環境に大

きく影響を与えるおそれがあることから、早期に特定空家等として取り扱い、改善

指導を徹底していく必要がある。 

このことから、特定空家等の認定を行うために、法第６条の規定に基づき策定し

た阿久比町空家等対策計画の内容を踏まえ、『「特定空家等に対する措置」に関する

適切な実施を図るために必要な指針（国土交通省）』を参考とし、認定基準を定める

ものである。 

 ２．実施方針 

    空家等の管理については、法第３条の規定により、所有者等にその責務があるこ

とから、適切な管理がなされていない空家等は、所有者等に対して法第 12 条の規

定による、情報の提供や助言（その他必要な援助）等を行い、自主的な改善を促進

する。 

    自主的な改善がされないことにより、本基準に基づく「特定空家等」と認定した

空家等については、周辺住民等の生活環境への影響や危険性等を総合的に判断した

上で、法第 14 条に規定による、助言又は指導、勧告等の改善に向けた働きかけを

段階的に実施する。しかしながら、改善が図られない空家等については、特に必要

があると認める場合、同条に基づく命令、行政代執行による是正措置を実施する。 

なお、法に基づく行政指導や是正措置については、所有者等の財産権の制約を伴

う行為が含まれることから、慎重に検討することとし、阿久比町空家等対策協議会

（以下、「協議会」という。）と連携し、判断することとする。 

 ３．定義 

   〇空家等（法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を

いう。 

〇特定空家等（法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
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第２章 特定空家等認定の流れ    

 １．特定空家等に関する対策フロー 

 

町民又は所有者等からの相談、情報提供 

↓ 

現地調査 

↓ 

所有者等の調査（法第９条、法第１０条） 

↓ 

所有者等への情報提供又は助言等（法第１２条） 

改善がみられる場合 

↓ 

 改善がみられない場合 

↓ 

   

経過観察又は助言等  立入調査の事前通知 

   

  ↓ 

   

特定空家等認定に向けた立入調査 

（認定フローによる評価） 

 

空家等対策協議会作業部会による協議 

特定空家等に相当すると 

判定しない場合 

 特定空家等に相当すると 

判定する場合 

   

↓   

経過観察又は助言等  ↓ 

   

   

空家等対策協議会による審議 

↓ 

特定空家等に認定 
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２．認定フロー 

    原則、立入調査を行い、空家等を保安上危険な空家等と衛生・生活環境上不適切

な空家等の 2 種類の区分に分け、空家等の状態（評価①）と周辺への影響、危険性

（評価②）の 2 段階評価による判定を実施する。 

(1)保安上危険な空家等 

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等 

 〇認定フロー 

〇評価票１ 空家等の状態 

① 屋根又は外壁等が脱落又は飛散等するおそれがある 

② 敷地の安全性が損なわれるおそれがある 

③ 建築物が倒壊するおそれがある 

 ↓  

評   価   ① 

↓  ↓ 

該当しない 

⇒経過観察又は助言等 
 該当する 

  ↓ 

〇評価票２ 周辺への影響、危険性 

      建築物が倒壊した場合、又は建築物の一部が落下等した場合、自

己敷地内で収まらず、周辺の建築物や道路、通行人等へ影響を及

ぼす危険な状態である 

 ↓  

評   価   ② 

↓  ↓ 

該当しない 

⇒経過観察又は助言等 
 該当する 

  ↓ 

空家等対策協議会作業部会による協議 

特定空家等に相当すると 

判定しない場合 
 

特定空家等に相当すると 

判定する場合 

↓   

経過観察又は助言  ↓ 

 

空家等対策協議会による審議 

↓ 

特定空家等に認定 
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(2)衛生・生活環境上不適切な空家等 

 以下のいずれかの空家等 

  ①そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある空家等 

  ②周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切な空家等 

  ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空家等 

 〇認定フロー 

〇評価票３ 空家等の状態 

① そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある 

② 周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切で

ある 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている 

 ↓  

評   価   ① 

↓  ↓ 

該当しない 

⇒経過観察又は助言等 
 該当する 

  ↓ 

〇評価票４ 周辺への影響、危険性 

周辺に与える悪影響の程度が、社会通念上許容される範囲を 

超えている状態にあるか 

 ↓  

評   価   ② 

↓  ↓ 

該当しない 

 ⇒経過観察又は助言等 
 該当する 

  ↓ 

空家等対策協議会作業部会による協議 

特定空家等に相当すると 

判定しない場合 
 

特定空家等に相当すると 

判定する場合 

↓   

経過観察又は助言  ↓ 

 

空家等対策協議会による審議 

↓ 

特定空家等に認定 



5 

 

 ３．評価基準 

    以下の評価基準に基づき、総合的に判断する。 

    (1)保安上危険な空家等 

     評価① 

      ①屋根又は外壁等が脱落又は飛散等するおそれがある 

項目 状態 

屋根ふき材、 

ひさし又は軒 
屋根ふき材等が脱落しそうな状態 

外壁 外壁が脱落しそうな状態 

看板、給湯設備、 

屋上水槽等 

（ア）支持部分の接合状態について、支持金物又は支

線が腐朽し、一部でも破断、遊離している状態 

（イ）看板等の仕上げ材料が一部でも剥離、破損し落

下の危険性がある状態 

屋外階段 

又はバルコニー 

（ア）傾斜が見られ、脱落の危険がある状態 

（イ）部材の腐食、破損があり脱落の危険がある状態 

門又は塀 

（ア）崩落の危険があるほど傾斜している（1/20超）

状態 

（イ）崩落の危険があるほどひび割れ、亀裂、変形も

しくは破損している状態 

      ②敷地の安全性が損なわれるおそれがある 

項目 状態 

敷地の安全性 
擁壁表面からの水のしみ出しや水抜き穴の詰まり、ひ

び割れの発生等から安全性が損なわれている状態 

      ③建築物が倒壊するおそれがある 

項目 状態 

構造の腐朽 

又は破損の程度 

基礎、土台、 

柱、はり 

柱が傾斜しているもの、基礎、土台、

柱、はりの腐朽、破損により修理を要

するもの、又は変形が著しく、崩壊の

危険があるもの 

外壁 

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損

による、下地の露出や壁体を貫通する

穴があるもの 

屋根 

屋根ふき材料の剥落等や軒の裏板等の

腐朽、軒の垂れ下がり、又は屋根の変

形等があるもの 

構造一般 基礎 

（ア）基礎に多数のひび割れ、大きな

ひび割れが生じているもの 

（イ）土台が基礎からはみ出すほどの

ずれが生じているもの 

     評価② 

      建築物が倒壊した場合、又は建築物の一部が落下等した場合、自己敷地内で

収まらず、周辺の建築物や道路、通行人等へ影響を及ぼす危険な状態である 

項目 

（ア）建築物の密集状況や道路までの距離（危険が及ぶ範囲等） 

（イ）周辺の敷地（隣地）の用途（学校、病院、避難所、公園等） 

（ウ）周辺の道路（接道）の特性や利用状況 

（公共施設への通行道路、緊急輸送道路、通学路、幹線道路等） 
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(2)衛生・生活環境上不適切な空家等 

 評価① 

  ①そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある 

項目 

（ア）吹付け石綿等が飛散し、暴露している状態 

（イ）浄化槽等の放置、破損等により汚物が流出又は臭気が発生している状態 

（ウ）排水等の流出により臭気が発生している状態 

（エ）ごみ等の放置、不法投棄により臭気が発生している状態 

（オ）ごみ等の放置、不法投棄により、ねずみ、蝿、蚊等が発生している状態 

  ②周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切である 

項目 

（ア）立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、周辺の道路や敷地等に枝等が散乱

している状態 

（イ）立木の枝等が周辺の道路等にはみ出している状態 

（ウ）立木等が建築物の前面を覆う程度まで繁茂している状態 

（エ）空家等に住みついた動物等が原因で、動物の鳴き声その他の音が発生し

ている状態 

（オ）空家等に住みついた動物等が原因で、動物のふん尿その他の汚物の放置

により悪臭が発生している状態 

（カ）空家等に住みついた動物等が原因で、敷地外に動物の毛又は羽毛が飛散

している状態 

（キ）ねずみ、蝿、蚊、のみ等が発生している状態 

（ク）住みついた動物が周辺の土地や家屋に浸入している状態 

（ケ）シロアリが発生し、近隣の家屋に飛来している状態 

（コ）多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態 

（サ）門扉が未施錠、又は窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入で

きる状態で放置されている状態 

（シ）敷地内にごみ等が散乱、山積みしたまま放置されている状態 

（ス）周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が流出している状態 

（セ）屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んでいる、又は汚れた

まま放置されている状態 

（ソ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、又は周

辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切な状態 

※「③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている」

について、本町には景観条例等がないため、主に生活環境に起因する状態

のものと考え、「②周辺の生活環境の保全を図る上で放置することが不適切

である」に含めて判定する。 

 

 評価② 

   周囲に与える悪影響の程度が、社会通念上許容される範囲を超えている状態 

項目 

（ア）悪影響の頻度や回数、量、範囲、拡大性、及び他の悪影響への誘因 

（イ）健康被害を及ぼす可能性（他法令等での規制範囲等） 

（ウ）防犯上危険となる可能性 

（エ）他の法律や条例、指針等による発生量等の目安 
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 ４．認定から対策フロー 

 

    (1)所有者等が特定できる場合 

 

特定空家等認定 

↓ 

所有者等に対する助言又は指導（法第１４条第１項） 

（改善が見られない場合） 

↓ 

勧告（法第１４条第２項） 

↓ 

固定資産税住宅用地の特例除外 

↓ 

事前通知の交付（法第１４条第４項） 

↓ 

所有者等の意見を公開聴取（法第１４条第６，７，８項） 

↓ 

命令（法第１４条第３項） 

↓ 

標識設置・公示（法第１４条第１１項） 

↓ 

行政代執行（法第１４条第９項） 

 

    (２)所有者等が特定できない場合 

 

特定空家等認定 

↓  

↓ 
公告        

（法第１４条第１０項） 
 

↓  

略式代執行     

（法第１４条第１０項） 
 

（相続・不在者）     

財産管理人制度 
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 ５．調査票 

    特定空家等の判定には、敷地等への立入調査を実施し、空家等の現状を詳細に把

握する必要があるため、以下の調査票を使用して実施する。 

 

   【調査票】 

    ア．特定空家等基礎調査票 

    イ．特定空家等現地写真台帳 

    ウ．特定空家等評価票 

       評価票１ ⇒ (1)保安上危険な空家等 評価① 

       評価票２ ⇒ (1)保安上危険な空家等 評価② 

       評価票３ ⇒ (2)衛生・生活環境上不適切な空家等 評価① 

       評価票４ ⇒ (2)衛生・生活環境上不適切な空家等 評価② 

    ※立入調査は、「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)（平成 23 年国

土交通省）」を参考に実施する。  
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